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１【提出理由】

当社の連結子会社であります株式会社Seven Signatures International（以下「SSI」）に対し、訴訟が提起されま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該子会社の名称、住所及び代表者の氏名

①名称　　　株式会社Seven Signatures International

②住所　　　東京都渋谷区神宮前一丁目4番20号1406号

③代表者名　代表取締役社長　中野　陽一郎

 
(2)訴訟の提起があった年月日

　2017年６月23日（訴状送達日：2017年７月７日）

 
(3)当該訴訟を起こした者の名称、住所及び代表者の氏名

①名称　　　クレインズ・アセット・ホールディングス株式会社

②住所　　　東京都渋谷区神宮前六丁目18番１号

③代表者名　代表取締役　鶴田　勝英

 
(4)訴訟の原因及び経緯

原告は、2011年７月に原告と米国法人であるデペロッパー（以下「A社」）との間で締結した分譲居室に係る売買契

約に関して、中野陽一郎氏（SSIの代表取締役でもあります。以下「中野氏」）らが不適切な説明を行ったとして、中

野氏及びSSI他２社（SSI以外は当社との資本関係はありません。）に対し、損害賠償を求める訴えを提起したもので

す。なお、原告が主張する損害の根拠等は判然としておりません。

 

(5)訴訟の内容及び請求金額

①訴訟の内容 損害賠償請求

②請求金額   ２億5,000万円

 
(6)今後の見通し

当社としては、SSIは原告とA社との間の売買契約に関与しておらず、SSIやその代表者が責任を負うものではなく、

また、損害の根拠等も判然としないことから、原告の請求には全く理由がないと考えており、裁判ではSSIの正当性を

主張し争っていく方針、かつ、法的措置を含め、断固たる対応を採っていく所存です。

したがって、現時点では当該訴訟が当社の業績に与える影響はないものと判断しておりますが、今後開示すべき事

項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

　以上
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